
　　
　　

※１　「公立病院改革ガイドライン」

※２　静岡県保健医療計画（追補版）に記載されている７疾病・５事業の当院での機能
がん
脳卒中
急性心筋梗塞

糖尿病
喘息
肝炎

精神疾患
救急医療
災害時医療

へき地医療

周産期医療

小児医療

※３　掛川市・袋井市新病院基本構想
　掛川市・袋井市　新病院建設協議会のホームページの中「資料館」内に掲示してあります。

救命、応援派遣
なし
正常分娩、地域周産期医療
小児専門医療（小児救急医療含む）

救急医療
専門治療
なし
入院救急医療

標準的な診療
救急医療、身体機能を回復させるリハビリテーション
救急医療
専門治療・急性期増悪時治療

実施状況
の公表等

国の財政
支援

病院の再編・ネットワーク化、経営形態の見直しの際に、一部経費について財政支援

市民や報道機関に積極的に情報提供

・経営の効率化（平成２３年度までに黒字化）
・再編・ネットワーク化（平成２５年度までに実現）
・経営形態の見直し（平成２５年度までに実現）
　　　→直営・地方独立行政法人・民営

掛川市立総合病院経営改善計画(ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版）

公立病院が、今後とも地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため
には、抜本的な改革が必要

策定すべ
き内容

　　趣旨

・当該病院の役割
・一般会計の負担の考え方

策定の趣旨 平成１９年３月策定の「病院経営改善中期計画」の見直し

・国から示された「公立病院改革ガイドライン」（※１）に沿った計画づくり

・袋井市との病院統合が決まり、平成２４年度中に新病院が開院する

病院の役割
平成２４年度まで

・地域の中核病院として他の医療機関との連携を深め、安心・信頼・満足い
　ただける質の高い医療サービスを提供する。

・静岡県保健医療計画（追補版)に記載されている７疾病・５事業（※２）に
　ついての機能を果たす。

新病院

・掛川市・袋井市新病院基本構想（※３）による。



　・院長からの示達体制の充実
　・経営改善進捗状況の共有化
　・経営（業務）改善提案制度の創設

一般会計経費負担
・病院会計は原則的には独立採算。しかし、不採算部門や本来行政で行うべき事務
 にかかる経費については、一般会計（掛川市）が負担（＝繰出基準額）。

・上記の額にかかる経費を含め９億円を限度に一般会計が負担する。

・一般会計経費負担額
　 平成２０年度

平成２４年度

繰出基準額

繰出基準額

８億　　９００万

７億３，０００万
円

負担総額

負担総額

９億円

９億円

経営の効率化 ・平成２３年度までの黒字化は困難。

・下記の目標値を達成し、赤字の額をできるだけ縮小する。

経常収支比率 平成２０年
度

９０．３％ 平成２４年度 ９７．８％

（赤字の額　９億４，０００万円) (赤字の額　２億　　４００万円)

今の病院の資源で確保できる収入を確実に確保すること。支出については、
ムダをなくすとともに、薬品等の購入単価や各種委託契約の見直しを行うこと
が必要です。

病床利用率 平成２０年度 ８２．４％ 平成２４年度 ８３．３％

(１日当たり入院患者数　371人) (1日当たり入院患者数　375人)

1日当たり2人弱の新入院患者を確保することが必要となります。

平均在院日数 平成２０年度 １５．２日 平成２４年度 １４．７日

クリニカルパスの利用率向上や、早期退院調整の仕組みを検討する必要があ
ります。

紹介率

逆紹介率

平成２０年度 ４４．０％ 平成２４年度 ４７．６％

平成２０年 ３２．８％ 平成２４年
度

３５．６％

当院が、地域の医療機関と連携を深め、急性期病院としての機能を果たして
行くために、重要な指標です。
また、新病院で地域医療支援病院を目指すうえでも目標達成が必要です。

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ利用率 平成２０年度 ３５．０％ 平成２４年度 ６０．０％

DPC請求への対応、平均在院日数の目標達成のためにも利用率向上が必要で
す。

達成するために

総括的事項



民間的経営手法の導入 経費削減・抑制対策 収入増加・確保対策 その他

経営企画担当職員の
専任化

経営戦略会議の設
置

診療科別原価計算
の導入

時間外勤務の削減

後発医薬品の使用
促進

診療材料の見直し

コスト意識の向上

コスト削減活動の
実施・継続

委託業務の見直し

施設・設備投資の
抑制

臨床工学技士によ
る医療機器保守

検査項目の見直し

薬剤種類の見直し

ＤＰＣ請求への対応

平均在院日数の短縮

地域連携のより一層
の推進

１０対１看護基準の
維持

新規施設基準の取
得

診療報酬の確保

未収金発生抑制

遊休資産の売却

ベットコントロール
体制の確立

差額ベット料金の適
正徴収

各種指導の拡充

ＭＲＩの有効利用

特定検診への対応

手術室体制の見直し

医師の確保

看護師の確保

ホームページの充実

院内保育園の運営

経営(業務)改善提案
制度の創設

５Ｓ活動の推進

クリニカルパスの活用

院内おける医療安全
の推進

適正な時間外診療の
推進

再編・ネットワーク化 ・袋井市立袋井市民病院と統合

・５００床程度の新病院を建設

・建設場所最適地は掛川市下俣地内

・平成２４年度中に新病院開院

経営形態の見直し
・新病院までの間は現行とおり（地方公営企業法一部適用）

・新病院では地方公営企業法全部適用

　　ただし、開院後直ちに将来的な経営形態等を検討する


